
令和6 年 11 月 1 日

9 時 00 分から 18 時 00 分まで あり なし

健康・生活

運動・感覚

認知・行動

言語
コミュニケーション

人間関係
社会性

法人（事業所）理念 子ども・保護者・支援者の笑顔を大切にした優しい会社を目指します。

事業所名 キッズすてっぷとうひ 作成日支援プログラム

◦だるまさんが転んだや旗揚げ遊びなどを行い、五感を通じて入ってきた情報を整理する力（認知機能）の発達を促します。
◦まちがいさがし、公園などでの屋外活動、SSTを通して、取得した情報を適切に把握・理解し、的確な判断や行動につなげることができるように支援を行います。
◦数量、大小、色等の習得に向けて、ブロック遊びや調理活動での計量、型はめ、マッチングなどの活動を取り入れていきます。
◦認知の偏りや個人の特性に配慮しながら、こだわりや偏食などに対する支援を行います。
◦感覚や認知の偏り、コミュニケーションの困難性から生ずる行動障害に対し、ルール遊びなどを通して、適切な行動の獲得に向けた支援を行います。

◦言語聴覚士による個別または小集団での機能訓練を行います。
◦カードゲームや言葉集め遊び、読み聞かせなどを通して、具体的な事物や体験と言葉の意味の結びつけを促し、言語の習得や理解につなげます。
◦遊びの中でのやりとりを通して、共同注意の獲得などのコミュニケーション能力の向上のための支援を行います。
◦絵カードやジェスチャーなどを用いて、自分の思いが伝えられるように支援します。

◦役割分担のある活動や屋外での活動など、様々な交流の機会を作り、他者との関係が形成できるように支援します。
◦SSTを行い、自分の気持ちや行動を理解することで、気持ちのコントロールが出来るように支援を行います。
◦ごっこ遊びや風船バレーなど、手順やルールを理解し、遊びや集団活動に参加出来るように支援します。
◦公共施設や公園、公共交通機関の利用などを通して、公共マナーや社会的スキルの習得に繋げていきます。

支援方針
ひとりひとりの子どもの発達段階や特性に合わせて、個別な支援計画を作成し、目標に向かって支援を行います。
また、遊びを通して様々な経験を重ねることで多様性を身につけ、お子さまの「できる！」「できた！」を支援します。

営業時間 送迎実施の有無

主な行事等

4月：消防訓練　5月：こどもの日　7月：防災訓練（地震）、カヌー体験　８月：防災訓練（風水害）、不審者対応訓練、夏祭り　９月：防災食
10月：消防訓練、ハローウィン、ミニ運動会　11月：芋ほり　12月：もちつき、クリスマス会　１月：初詣、書初め　２月：豆まき　３月：ひなまつり、卒業式、お花見等
その他：買い物体験、食育（クッキング、外食）、工場見学等

家族支援

◦発達状況や特性の理解、困りごとに対する相談援助を行います。
◦支援の輪を広げるための橋渡しを行います。
◦子育てや特性に関する情報提供を行います。

移行支援

◦インクルージョンに向けた取り組みを推進し、ライフステージに合わせ
 た自立支援（金銭管理、公共交通機関の利用等）を行います。
◦将来的な意向を見据えた目標や支援内容を設定します。

地域支援・地域連携

◦併用利用先や学校との情報共有を行います。
◦事業所周りの清掃や地域のイベントに参加します。
◦地域の公園を活用したり、地域散策を行います。

職員の質の向上

◦スタッフミーティングを行い、支援方針や情報を共有します。
◦研修や各委員会等の内容を報告し、勉強会を行うことで、新しい支援方
 法や特性への理解を深めていきます。

支　援　内　容

◦心身の健康状態を把握し、特性に配慮した時間や空間を分かりやすく構造化することで、安心して過ごせる環境を提供します。
◦基本的な生活リズムを身につけられるよう支援します。
◦料理やお菓子作りなどを通しての食育や口腔内の清潔・機能向上を支援し、健康の増進を目指します。
◦食事、衣服の着脱、排泄などの生活スキルの獲得に向けて支援します。

◦姿勢保持、運動機能、身体の移動能力の向上のためにサーキットやボール遊びなどの運動に関する支援プログラムを行います。
◦新聞遊び、ダンス、トランポリンなど、保有する感覚（視覚・聴覚・触覚・嗅覚・固有覚・前庭覚）を十分に活用する活動を行います。
◦感覚の特性（感覚鈍麻・感覚過敏）を理解し、環境調整などの支援を行います。
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援


